
様式第３号（第４条関係） 

会議録 

 

1 附属機関等の会議の名称 

  令和 5年度第 1回丹波篠山市あいさつ運動市民委員会 

 

2 開催日時 

  令和 5年 9月 26日 火曜日 13時 30分から 14時 50分まで 

 

3 開催場所 

  丹波篠山市役所第 2庁舎 3階 2-301・302会議室 

 

4 会議に出席した者の氏名 

（1）委員（敬称略、順不同） 

会長 中西幸治  副会長 泉より子 

垣内正幸 数元康治 山根雄 高森俊広 近成真介 西嶋睦美 熊谷美鈴 

髙橋典子 河南輝子 小野田弘子 二階堂重昭 

      

（2）執行機関  

事務局 中筋有香 辻川かおり 玉田誠二 大西由樹 

 

５ 傍聴人の数  

   0人 

 

６ 議題及び会議の公開・非公開の別 

   全て公開 

 

7 非公開の理由 

   該当なし 

 

８ 会議資料の名称 

   ・令和 5年度第 1回丹波篠山市あいさつ運動市民委員会次第 

   ・令和 5年度丹波篠山市あいさつ運動市民委員会委員名簿  

・丹波篠山市あいさつ運動市民委員会設置要綱 ほか 

・令和 5年度あいさつ運動啓発事業について 

・令和 6年度あいさつ運動啓発事業について 



９ 会議の概要 

（1）開会 13時 30分 

（事務局） 

ただいまから令和 5年度第 1回丹波篠山市あいさつ運動市民委員会を開催します。3名欠

席、1名遅れて来られると聞いています。本委員会は、丹波篠山市あいさつ運動市民委員会

設置要綱第 4 条第 2 項において過半数の出席がなければ会議を開くことができないと定め

られています。本日は、委員 16名中 12名にご出席いただいていますので成立しています。 

また、丹波篠山市付属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例に基づき、本委員会は

公開で行います。会議録は要点筆記方式で、後ほどホームページで公開させていただきます。 

 

（2）市民生活部長あいさつ 

 こんにちは。本日はお忙しい中、本委員会にご出席いただきありがとうございます。皆様

には、日頃から地域のリーダーとして、ご活躍をいただいていますことに感謝申し上げます。 

丹波篠山市では、平成 24年に人権尊重のあたたかいまちづくり条例を設置し、12年が経

過します。この条例の中で、「地域で培われてきたきずなを大切にし、日常生活で互いの心

をつなぎ相手を認め合う挨拶の推進を図りながら取り組むものとする。」とし、この間、市

役所をはじめ、学校や地域等団体の皆様があいさつ運動の取り組みを進めてくださり、少し

ずつその成果が出てきていると感じています。 

これから秋の観光シーズンとなり、観光客が多くお越しになりますが、おもてなしの心を

表す一番の方法はあいさつであると考えています。これからもあいさつがこだまするあた

たかいまちづくりを進めていきたいと考えていますので、委員の皆様にはご指導、ご助言を

お願いします。 

 

（3）新委員委嘱状交付 ※任期：令和 5年 9月 26日～令和 6年 9月 7日 

 

（4）自己紹介 

 副会長より名簿順に自己紹介 

 

（5）条例、要綱の説明 

 資料に基づき事務局が説明 

 

（6）会長選出 

立候補、提案 なし事務局案 承認 

会長 中西 幸治委員 

中西委員会長席へ移動、あいさつ 

 



（会長） 

ご指名をいただきました中西と申します。よろしくお願いします。それでは、司会を変わ

りまして座って失礼します。6番、7番、8番の説明を事務局よろしくお願いします。 

 

（7）「あいさつ運動」啓発事業について 

 

（8）令和 5年度「あいさつ運動」啓発事業について 

 

（事務局） 

ここで説明の途中ではありますが、今年度の「あいさつ運動啓発ポスター」コンクール審

査会を開催するにあたり、あいさつ運動市民委員会の委員の中から 2 名選出することとな

っています。日時は 10月 17日（火）15：30～17：00、場所は市民センターの予定です。こ

の場で選出をさせていただきたいのですがよろしいですか。 

（会長） 

 今、事務局からお話がありましたが、いかがですか。審査員をされたい方はいますか。 

（委員） 

 会長、副会長を推薦します。 

（会長） 

 他に意見がないようですので、会長、副会長でよろしいですか。 

（委員） 

 賛成 

 

（会長） 

 それでは続けて事務局説明をお願いします。 

 

（9）令和 6年度「あいさつ運動」啓発事業について 

（事務局） 

資料に基づき一括説明 

 

（会長） 

 事務局から説明がありましたが、何か質問、提案等ありますか。 

 

（副会長） 

 今までは、中学生にあいさつをしても声が小さく下を向いている子が多かったですが、こ

の頃あいさつを元気にしてくれるようになったのは嬉しいことです。みなさん交差点等で

あいさつをされていると思いますがどうですか。 



（委員） 

 交差点であいさつをしていますが、中学生のあいさつが良くなったように思います。 

 

（会長） 

事務局に確認です。あいさつ運動の補助金は同じ団体が毎年申請することは可能ですか。 

（事務局） 

そういった制限はありませんので申請いただいて大丈夫です。 

（会長） 

 あいさつ運動補助金の活用は皆さんされていますか。また、補助金は総額で何円ですか。 

（事務局） 

 コロナウイルスの関係で、近年は申請が少なくなっています。昨年度は 5団体で、今のと

ころ今年度はまだ 1団体のみです。何団体かお問い合わせはいただいています。 

今年度の補助金の予算は、18万円です。 

（委員） 

 まちづくり協議会では、資材を数多く揃えたいけれど、補助金の 3万円ではお金が足りな

いため、足りない分はまちづくり協議会からお金を出されていると聞きました。 

（委員） 

 私のところでは、全員分のベスト等を揃えるのは難しいため、あいさつ運動の当番の順番

で使うようにしています。 

（会長） 

 3万円ではのぼりやベストを作るとすると、あまり買えないような気がします。もう少し

補助金額を増やすことができればと思います。 

 

（副会長） 

 まちづくり協議会でいくつか場所を決めて、朝の通学の時間帯に立っています。中学校の

通学路で危険な交差点があり、まちづくり協議会で話をしましたが、皆さん忙しくされてい

るので立つ人がいない状況です。中学校の職員さんは朝の時間帯は難しいですか。 

（委員） 

 職員が立つのは難しいと思います。 

（会長） 

 小学生は徒歩なので一緒に見守りで歩いている様子を見かけますが、中学生は自転車に

なるのでなかなか難しいのが現状ですね。 

 

（会長） 

 それぞれの団体から代表として来ていただいていますが、皆さんどうですか。 

 



（委員） 

 あいさつは健康のバロメーターだと思っていますので、職員に「あいさつをしましょう」

と話をしたりしています。なかなか浸透していないのが現状です。 

 

（委員） 

 子どもと接する機会がなく、特にあいさつ運動はできていません。 

 

（委員） 

 学校では先生の指導もあり、あいさつはしっかりしています。学校を離れると少ないと感

じるので、自然に自分からあいさつがでるようになってほしいです。 

 

（委員） 

 学校でもあいさつの指導をしています。児童会の会長や副会長に立候補するときに、「私

はあいさつ運動をしっかりとします」と宣言をする子が多くいます。「今日はこの子があい

さつを頑張っていました」と紹介をしたりしています。 

春と冬の強化週間には、PTAが、その週は保護者が立とう。と決められて立たれています。 

 

（委員） 

 多紀の方に住んでいるので、子どもはバス通学がほとんどで、旗等をもってあいさつ運動

をしている姿を見かけません。 

春と冬のあいさつ運動強化週間ですが、もっと地域に PRして浸透してほしいなと思いま

す。交通安全週間は警察からお知らせが届いたり、旗が立ったりしています。多紀には、有

線放送があるので、「あいさつ運動強化週間が始まりますので、皆さん一緒に元気にあいさ

つをしましょう」と PRするのはどうでしょうか。 

（委員） 

 交通安全週間ののぼりと同じようにするには、誰かがのぼりを立てないといけなくなる

ので自治会の負担になってくると思います。 

 

（委員） 

 子どもは元気にあいさつをしてくれるので元気をもらえます。私も見習って、これからの

シーズンは市外の方が多く来られますので、心のこもったあいさつをしていきたいと思っ

ています。 

 

（委員） 

 職場にトライやるウィークで来てくれた時に、「おはようございます」「お先に失礼します」

などしっかりと言ってくれるので感心しています。 



（委員） 

 私の課は、保育園、幼稚園、こども園を担当しています。日頃から、気持ちの良いあいさ

つができるように先生方に保育していただいています。 

（会長） 

 他に何かありますか。 

特にないようですので次に移ります。 

 

（10）その他 

（会長） 

 事務局から報告事項等がありましたらお願いします。 

（事務局） 

 あいさつ運動補助金について再度説明 

（委員） 

 2人以上の団体というのはどういうことですか。 

（事務局） 

 団体と記載しているので難しく捉えられるのですが、まちづくり協議会や自治会などの

団体だけでなくもっと気軽に申請をいただきあいさつの輪を広げたいという思いから、ご

近所の方などと 2人以上のグループ（団体）として申請いただけるようになっています。 

 

（11）次回開催について 

（事務局） 

 次回開催は、令和 6年 2月から 3月を予定しています。 

 

（会長） 

 それでは他に意見等ないようですので、少し早いですが会を閉じたいと思います。本日は

ありがとうございました。副会長、閉会のあいさつをお願いします。 

 

（11）閉会 14：50 

（副会長） 

 本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。また何かとお世話になる

かと思いますがよろしくお願いします。お疲れ様でした。 


